
  

 

 

 

「私の家では使わないけれど、まだ使えるのにもったいないな」 

と思いながら、食器類を不燃ごみに出していませんか？ 食器類 

は、現在、埋め立て処理していますが、陶磁器類とガラス類に分 

けることで、必要な人に再利用してもらったり、リサイクルする 

ことができます。 

 下記のとおり回収していますので、ぜひお持ちください。  

 

回 収 日    毎月１０日と２０日（土・日・祝にあたる場合は、後の平日） 

 

回収場所   環境対策課窓口または、衛生処理場 

（※衛生処理場のみ、第２土曜日、第４日曜日も受け付けします。） 

 

受付時間   環境対策課窓口 午前８時３０分～午後５時１５分 

衛生処理場   午前８時３０分～午後３時３０分 

 

回収品目   下記のとおり 

 

○回収できるもの 
家庭で不要になった陶磁器製の食器、ガラス製の食器 

※割れたものでもＯＫ！ 

×回収できないもの 

・灰皿、花瓶、置物など食器以外のもの 

・陶磁器製の食器でも、素焼きのものや耐熱食器（土鍋など） 

・プラスチック、金属、木製の食器 

・ゴム底や取っ手など異物がついているもの 

（異物を取り除けば可） 

・業務で使用したもの 

 

☆注意事項  ・食べ物がついている食器は洗ってから持ってきてください。 

・新聞紙などに包まず、できるだけ食器だけの状態で持ってきてください。 

・回収品は、比較的きれいでまだ使えるものと、汚れや割れがあるものに 

事前に分別して持込んでください。 

 

 

 

くりかえし使ってくれて ありがとうき（陶器）市 

＜問合せ・申込先＞ 斑鳩町役場 環境対策課 

                   電話：0745-74-1113 ＦＡＸ：0745-74-1011 

 Ｅメール：kankyou@town.ikaruga.nara.jp 


